
※団体傷害保険は､一般財団法人青森県教育厚生会 の団体総合生活保険のペットネームです｡
※このチラシは団体総合生活保険の概要についてご紹介したものです｡ご加入(同じ内容で更新する場合を含みます｡)にあたっては､必ず募集パンフレットに
記載の｢重要事項説明書｣をよくお読みください｡ご不明な点等がある場合には､代理店までお問い合わせください｡
※保険の対象となる方またはその家族が､補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには､補償が重複することがあります｡
※今回更新いただく団体総合生活保険につきまして､一部改定があります｡補償内容･保険料等の主な改定点は､パンフレット別紙記載の｢商品改定のご案内｣
をご確認ください｡

*1 割引の詳細は募集パンフレット等をご確認ください｡

パンフレットのご請求･お問い合わせ先

一般財団法人 青森県教育厚生会
〒030-0823 青森市橋本1-2-25(青森県教育会館3階)
T E L ︓0120-310-413
F A X ︓017-777-0741
受付時間︓平日午前8時30分〜午後5時15分(年末･年始を除く)

【引受保険会社】
東京海上日動火災保険株式会社
担当課︓青森支店 青森中央支社
〒030-0861 青森市長島2-19-1
T E L ︓017-775-2424
(受付時間︓平日午前9時〜午後5時)

申込締切日
9999年 99月99日
●月●日の翌日以降にお手続きいただいた場合は､
手続き日の翌日より補償開始となります｡

２０２３年１２月１日午後４時から２０２４年１２月１日午後４時まで

男性､女性ともに､
おおよそ２人に１人が､

一生のうちにがんと診断される︕*4

団体割引１０%
適用により

例えば…
･交通事故によるケガ
･仕事中のケガ
･家庭内でのケガ
･旅行中のケガ
･スポーツ中のケガ

国内外での｢急激かつ偶然な外来の事故｣により､
保険の対象となる方がケガをした場合に保険金を
お支払いします｡

例えば…
･自転車を運転中､誤って歩行者と接触し､ケガをさせた｡
･買い物中､誤って商品を壊してしまった｡
･レンタルしたドレスを誤って破ってしまった｡
･他人から借りた旅行カバンを盗まれた｡
･ゴルフ中にボールをぶつけてケガをさせてしまった｡

国内外において､日常生活で他人にケガをさせたり他人の物を壊して
しまったときや､国内で他人から借りた物や預かった物(受託品)*1を
国内外で壊したり盗まれてしまったとき等､法律上の損害賠償責任を
負った場合に保険金をお支払いします｡

*1 携帯電話､スマートフォン､ノート型パソコン､タブレット端末､自転車､コンタクト
レンズ､眼鏡､１個または１組で100万円を超える物等は､受託品に含みません｡

死亡･後遺障害保険金額 200万円

入院保険金日額*2(１日あたり) 2,000円

通院保険金日額(１日あたり) 1,000円

国内︓1億円 国外︓1億円

保険料(月払) 830円

団体割引︓１０％

*1 傷害補償の｢日常生活全般プラン｣の保険料は､保険の対象となる方ご本人の職種級別によって異なります｡表示の保険料は職種級別Ａ(事務従事者､学生､家事従事
者等､職種級別B以外)の方を対象としたものです｡詳細は募集パンフレットにてご確認ください｡

*2 手術保険金のお支払い額は､入院保険金日額の１０倍(入院中の手術)または５倍(入院中以外の手術)となります｡ 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があり
ます｡

代理店
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